


 
○ 介護が必要な高齢者等の口腔機能を向上させることは、肺炎や低栄養の予防

につながることから、介護保険施設等での口腔ケアサービスの充実が望まれ

ますが、口腔機能向上サービスを実施している介護通所系事業所の割合は

と少ない現状です。

〇 平成 年の三重県における自殺者 人のうち、 人（ ％）が

歳以上の高齢者となっています。高齢者の自殺予防とうつ病の早期発見

には高齢者本人にうつ病の正しい知識や相談窓口の周知を行うとともに、

周囲の身近な人が早い段階で高齢者の心身の変化に気づき、適切な支援や

治療に結びつけることができる体制づくりが求められます。
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（県の取組）

○ 健康寿命の延伸に寄与すると考えられる、日ごろからの正しい生活習慣の習

得、ストレスへの対処能力の向上、疾病の早期発見・早期治療と重症化予防

のために、健康づくりに携わる様々な関係者と連携して健康づくりのための

環境整備に取り組みます。

○ 健康的な生活習慣（運動、食生活、禁煙）を実践する住民を増やすために、

地域に根ざした活動を行う団体等に対して情報の共有化を図り、さらなる取

組を促します。 
 
○ 高齢期の の維持向上を図りながら低栄養を予防するため、栄養バランス

の普及啓発の核となる栄養の改善を行う団体や管理栄養士・栄養士・調理師

に対し研修を行い、人材を育成します。また、市町と共に、食に関する状況

について状況把握や課題解決に取り組み、高齢者の食生活の改善を推進しま

す。 

〇 三重県保険者協議会等の関係機関と協力し、特定健康診査の受診率向上の

先駆的な取組事例について情報共有を図るとともに、効果的な特定保健指

導を行うことができる人材の育成に取り組みます。また、重症化予防にか

かる普及啓発に努めるとともに、かかりつけ医等による地域活動を支援し

ます。

〇 ロコモティブシンドロームの概念や、予防の大切さについて理解が得られ

るよう、啓発を行います。

○ 要介護高齢者の誤嚥性肺炎や低栄養の予防、療養生活の質の向上をめざし、

介護保険施設等において日頃から効果的な口腔ケアサービスが提供される

よう、歯科医療関係者や介護関係者への口腔ケアに関する研修や、施設での

口腔機能向上のモデル事業を実施します。

○ 高齢者のうつ病が早期に発見され、適切な支援に結びつくよう、かかりつけ

医に対し、うつ病などの精神疾患についての専門研修等を実施します。 
また、地域包括支援センターを中心とした高齢者の見守り等のネットワーク

づくりを支援します。 
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（２）介護予防

（２）－１ 新しい総合事業

 
（現状と課題）

○ 現行の介護保険制度では、高齢者の要介護状態により、①要介護１～５、②

要支援１～２、③非該当に分類し、要介護者および要支援者に対しては、保

険給付を用いた全国一律のサービスの種類・内容・運営基準・単価等による

給付サービスを提供しています。

○ また、非該当者に対しては、介護予防事業として、すべての第１号被保険者

やその支援者などを対象とする一次予防事業と、主として虚弱高齢者などを

対象とする二次予防事業を実施し、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口

腔機能の向上」「その他（閉じこもり、認知症、うつ予防・支援等）」といっ

た国が規定する介護予防プログラムを提供することにより、高齢者の生活機

能の維持・向上を図り、自立支援につなげる仕組みになっています。

○ 厚生労働省では介護予防事業の成果指標として二次予防事業による介護予

防プログラムへの参加率を高齢者の５％程度とすることと掲げており、三重

県内の各市町においても、目標達成に向けて事業に取り組んでいるところで

すが、平成 （ ）年度の高齢者の参加率は ％と、目標には到達して

いません。

図３－４－１ 三重県の二次予防事業の状況（平成 年度実績）
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○ 介護予防事業の実績や効果が上がらない要因としては、現行制度による介護

予防事業では、規定の介護予防プログラムに当てはめることで、その範囲に

おける機能向上・維持を図るにことにとどまり、利用者の実情に応じた真に

必要とする介護予防サービスが提供できていないため、結果として機能向上

や維持、自立支援につながらず、利用者にも魅力ある事業として受け入れら

れないのではないかということが考えられます。また同様に、要支援者につ

いても、全国一律のサービス内容の訪問介護や通所介護では、要介護状態の

実態に応じたサービスの提供に限界があると考えられます。

○ そこで、平成 （ ）年度の制度改正では、多様な主体による柔軟な取

組を制度に取り入れることで、効果的かつ効率的なサービスを提供できる仕

組みを作り、利用者一人ひとりの実情に応じた介護予防サービスを提供して、

効果の高い介護予防につなげていくという方針が示されました。

○ 新しい制度下では、通所介護、訪問介護について、市町が地域の実情に応じ

た取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行（平成 （ ）年度

末まで）し、多様な主体による多様なサービスを充実させることで、地域の

支え合いづくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援をめ

ざすこととなります。

○ 具体的には、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）として、

従来の要支援者と基本チェックリストにより本事業の対象者と判断された

高齢者を対象に、訪問型サービス・通所型サービス・配食等の生活支援サー

ビス・ケアマネジメント等の介護予防支援事業などを行う「介護予防・生活

支援サービス」と、介護予防事業に関する把握・普及啓発・活動支援・評価・

地域リハビリテーション活動支援などを行う「一般介護予防事業」を推進し

ていくこととなります。

○ また、地域支援事業における市町の必須事業である「包括的支援事業」の充

実を図り、従来の事業（介護予防ケアマネジメント、地域支援の総合相談、

権利擁護、地域のケアマネジメント支援）に加え、在宅医療・介護連携の推

進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備の各事業を充実するこ

とで、新しい総合事業の実施体制を強化します。
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図３－４－２ 介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成

図３－４－３ 介護予防給付の見直しと地域支援事業の充実等

 

 
（厚生労働省作成資料） 
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○ この改正により、専門的なサービスを必要とする人には専門的なサービスが

提供されるとともに、多様な担い手による多様なサービスが提供されること

で、利用者にとってはサービスの選択の幅が拡がり、在宅生活の安心が確保

されます。また、住民主体のサービス利用の拡充や認定に至らない高齢者の

増加、重度化予防の推進の結果として、費用の効率化につながることも期待

されています。

図３－４－４ 総合事業と生活支援サービスの充実

○ なお、三重県内においては、平成 （ ）年度から新しい総合事業に移

行する市町は、平成 （ ）年 月現在では３市町を予定しています。

他の市町についても、それぞれの実情に応じたスケジュールに沿って新しい

総合事業に移行することになっており、地域の現状把握や関係機関等の調整

等を含めた検討を進めているところです。

○ また、本県では、介護予防に関わる職員の資質を向上させるため、介護予防

事業の実施主体である市町および地域包括支援センター職員を対象とした

市町担当者研修や、介護予防の施設サービス事業者を対象とした従事者向け

研修を開催し、介護予防事業に関する情報提供や新制度の説明等、時勢に応

じた情報提供を行っています。
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図３－４－５ 介護予防に関する研修のテーマ

○ 県においても、全市町が平成 （ ）年度までに新しい総合事業を円滑

に実施することができるよう市町を支援するとともに、介護予防に関わる職

員のさらなる資質向上のための研修を継続していく必要があります。
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（県の取組）

○ 本県では平成 （ ）年度から平成 （ ）年度の第６期計画期間中

を新しい総合事業の導入に向けた「準備・基盤整備期」と位置付け、市町が

現状の課題の整理や制度の組み立て等を行うための支援を行います。

○ 市町および地域包括支援センター職員を対象とした介護予防市町担当者研

修や、介護予防の施設サービス事業者を対象とした介護予防従事者向け研修

を実施し、平成 （ ）年度から平成 （ ）年度までの受講者目標

を 人として、介護予防事業に関する情報提供等を行います。

○ 平成 （ ）年度までに、全市町において、新しい総合事業が円滑に導

入されるよう、市町の担当者を対象とした研修の実施や、情報提供、好事例

の提供などを行うとともに、相談への助言や支援を行います。

○ 次年度に新しい総合事業を導入する市町の職員および地域包括支援センタ

ー職員を対象として、平成 （ ）年度から取り組んでいる「介護予防・

日常生活支援総合事業の導入にかかる対策会議（新しい総合事業勉強会）」

を引き続き実施し、各市町が抱える課題等について検討する場を設けるとと

もに、参加者同士による意見交換を通したネットワークづくりを支援します。

○ 今後、市町が実施する介護予防事業は、これまで以上に地域の創意工夫が求

められることから、市町の取組を広く情報収集し、他の市町でも参考になる

よう、県のホームページで事例紹介していきます。

○ 三重県全体で効果的な取組を推進していくため、各市町の取組状況等の点検

や評価を定期的に実施し、その結果について有識者による介護予防市町支援

委員会において助言を求め、実際の事業実施に反映させていきます。
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図３－４－６ 三重県における新しい総合事業の導入支援計画
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（２）介護予防

（２）－２ 新しい介護予防事業

 
（現状と課題）

○ 現行の介護予防事業は、すべての第１号被保険者やその支援者などを対象と

する一次予防事業と、主として虚弱高齢者などを対象とする二次予防事業か

ら成り、二次予防事業として「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能

の向上」「その他（閉じこもり、認知症、うつ予防・支援等）」といった介護

予防プログラムを実施することで、高齢者の生活機能の維持・向上を図って

きました。

 
○ しかし、現行の介護予防事業では、「①介護予防の手法が、心身機能を改善

することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった、②介護予防終了後

の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずし

も十分でなかった、③介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓

練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供者も「活動」や「参

加」に焦点をあててこなかったのではないか」（全国介護保険担当課長会議

資料「介護予防事業の推進」より引用）というような問題点があり、必ずし

も有益な事業として機能していません。 
 

○ そこで、これらの問題を解決し、介護予防事業を有益なものとして機能させ

るため、平成 （ ）年度の制度改正では、一次予防事業と二次予防事

業を区別せずに、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防事業を推進

することとし、特に、地域における介護予防の取組を機能強化するために、

リハビリテーション専門職等（以下「リハ職等」という。）を活用した介護

予防事業を推進していくという方針が示されました。 
 

○ 介護予防の最大の目的は、高齢者が要介護状態等になることを予防、または

状態が重度化することを予防・阻止することであり、そのためには、生活機

能の低下した高齢者に対しては、これまでのような単に運動機能や栄養状態

といった心身機能の改善だけでなく、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞ

れの要素にバランスよくアプローチして日常生活の活動を強化したり、家庭

や社会への参加を促したりすることで、 の向上をめざすことが重要です。 
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図３－４－７ 新しい介護予防事業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３－４－８ 高齢者リハビリテーションのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（厚生労働省作成資料） 
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○ 高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプ

ローチを効果的かつ効率的に行うためには、リハ職等を活かした自立支援に

資する取組が有効であると考えられていますが、三重県内の市町における平

成 （ ）年度のリハ職等の活用実績は、保健師や看護職員、歯科衛生

士、管理栄養士・栄養士の活用はあるものの、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士の活用実績はなく、現状での活用は十分であるとは言えません。 
 

図３－４－９ リハビリテーション専門職等の活用状況 
 
 
 
 
 
 

 
○ 活用が進んでいない要因としては、リハ職等を活用した介護予防の有効性が

広く浸透していないことや、市町がリハ職等と積極的に連携を図るための環

境が整っていないことなどが考えられます。 
 

○ 今後、新しい制度下においてリハ職等を活用した介護予防事業を推進するに

あたっては、市町や地域包括支援センターに対して、その有効性と必要性を

周知するほか、リハ職等およびその所属する組織に働きかけ、協力体制を整

備する必要があります。 
 
  

 

－ 86 －



 
（県の取組）

○ 事業提供者への支援として、市町担当者や地域包括支援センター職員等を対

象とした研修等を通じて、普及啓発、情報提供、好事例の提供などを行いま

す。

○ 利用者への支援として、市町が行う地域の利用者に対する普及啓発の推進を

支援します。

○ 事業協力者への支援として、リハ職等を対象とした研修を実施し、求められ

る役割や期待する効果等についての講義を通じて、リハ職等の意識の向上を

目指します。

○ 三重県内で活動するリハ職等の各種団体へ協力依頼を行うとともに、協力団

体（施設）のリストを作成し、広く市町へ情報提供を行うことにより、通所、

訪問、住民主体の通いの場、地域ケア会議等への派遣や関与など、専門的知

識を積極的に活用してもらえる環境を整えます。

○ 三重県全体で効果的な取組を推進していくため、各市町の取組状況等の点検

や評価を定期的に実施し、その結果について有識者による介護予防市町支援

委員会において助言を求め、実際の事業実施に反映させていきます。

図３－４－ 地域リハビリテーション活動支援事業の概要

 
 
 
 
 

 （厚生労働省作成資料） 
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（３）生活支援

（３）－１ 生活支援コーディネーターの養成

 
（現状と課題）

○ 現行の地域支援事業では、介護予防事業において一次、二次予防事業を実施

するほか、任意事業として各市町が必要とする生活支援事業を実施していま

す。任意事業は介護給付費適正化事業、家族介護支援事業、その他の事業に

分類されており、平成 （ ）年度の三重県内の各市町の実施状況をみ

ると、家族の介護の負担を軽減する取組として、介護者を対象とした家族介

護教室や交流会の実施、介護用品の給付を行っている市町が 市町

（ ％）、福祉用具・住宅改修などを行っている市町が 市町（ ％）

という状況です。また見守り等の機能を兼ねた配食は 市町（ ％）とな

っており、必ずしも県内で広くサービスが行きわたっている状況とは言えま

せん。任意事業を活用した各種支援サービスについては、地域の実情に応じ

て、これまで以上により多くの市町で推進されるよう働きかけていく必要が

あります。

図３－４－ 地域支援事業（任意事業）の実績（平成 年度） 
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○ また近年では、社会情勢や生活スタイルの変化により、単身高齢者世帯や高

齢者夫婦のみ世帯が増え、以前であれば同居家族が役割を担っていた家事等

の作業についても高齢者自身が行わなくてはならないケースが増えつつあ

り、今後もこの傾向は続くと考えられています。 
 

○ 平成 （ ）年度に三重県が行ったｅ－モニターのアンケート調査によ

ると、高齢者が求める生活支援サービスとして、食事の準備や掃除・庭の手

入れ、外出支援（散歩、買い物、通院等）、家の中の修理・電球交換・部屋

の模様替えといったような、ちょっとした日常生活の困りごとや外出に対す

る支援が必要とされていることがわかります。

図３－４－ 生活支援サービスのニーズについての意識調査（三重県） 
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○ 高齢者を含む多様な主体によるサービスの提供を地域に生み出し、根付かせ、

発展させていくため、平成 （ ）年度の制度改正では、生活支援コー

ディネーターや協議体を各市町に配置することが盛り込まれました。生活支

援コーディネーターは、多様な主体による多様な取組を一体的にコーディネ

ートする役割を担っており、その機能としては、地域にある既存のサービス

と高齢者のニーズとのマッチングや、地域に不足しているサービスの創出、

関係機関等とのネットワーク化などがあります。また協議体は多様な関係主

体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進することを目的と

して各市町が関係機関を構成員として設置するものです。 
 

○ 本県においては、生活支援コーディネーターに求められる役割や必要性を周

知し、各市町への設置を推進していくため、県内市町を対象とした研修を実

施することとしており、その指導者を養成する「生活支援コーディネーター

指導者養成研修（平成 （ ）年度厚生労働省実施）」に、三重県社会福

祉協議会や市町社会福祉協議会から推薦された職員を派遣し、指導者の養成

を行いました。 

図３－４－ 生活支援・介護予防の基盤整備におけるコーディネーター・

協議体の役割
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○ 今後は、各市町において、生活支援コーディネーターや協議体が配置され、

多様な主体による多様なサービスが有効に活用されることで、高齢者が住み

慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、県としても市町の取組や基盤

整備を支援していきます。 
 
図３－４－ 高齢者が自立した生活を継続できる地域づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（厚生労働省作成資料） 
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（県の取組）

○ 各市町において、平成 （ ）年４月までに生活支援コーディネーター

が円滑に設置されるよう、その導入にかかる相談への対応や助言等の支援を

行います。

○ 市町担当者、地域包括支援センター職員、市町社会福祉協議会職員等を対象

として、生活支援コーディネーターの養成のための研修を開催します。

○ 各市町において業務を行う生活支援コーディネーターを対象とした交流会

を開催し、意見交換を通じた課題等の共有や解決、ネットワークづくりを支

援します。

○ 生活支援コーディネーターや協議体の設置にあたり、市町が参考にできるよ

うな好事例や最新情報を提供していきます。

図３－４－ 多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供
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（３）生活支援

（３）－２ 住民主体の支援活動の推進

 
（現状と課題）

○ 平成 （ ）年度の制度改正の大きな特徴の一つとして、地域での支え

合い（互助、共助）の考え方があります。これは、高齢者が住み慣れた地域

で長く生活していけるよう、住民ボランティアやＮＰＯなど、多様な主体に

よる重層的なサービスを提供していくものであると同時に、住民同士のつな

がりを構築して、地域が抱える課題を共有し、地域の実情に合った介護予防

活動へ展開させるという、「地域づくりによる介護予防」を推進するもので

す。

○ 本県の各市町においても住民の自主活動は徐々に取り組まれてきており、平

成 （ ）年度の三重県内各市町における介護予防に資する住民の自主

活動の実施状況を見てみると、 市町（ ％）において自主活動が行わ

れています。特に体操（運動）教室は ヶ所、茶話会は ヶ所で実施さ

れており、運動機能の向上だけでなく、閉じこもり防止や安否確認等にも役

立っています。また、社会的にも関心が高まってきている認知機能低下予防

についても自主的に取り組む団体も出てきています。さらに、平成 （ ）

年度から平成 （ ）年度に実施した「支えあい体制づくり事業」によ

り、買い物、通院支援等の活動立ち上げ支援（３市５事業）や高齢者、障が

い者が集える拠点の整備支援（５市 事業）等、市町が行う支え合い体制

整備事業への助成を行いました。今後は、これらの活動を、単体ではなく地

域全体の活動として発展させていくよう啓発していくことが重要です。

 
図３－４－ 介護予防に資する住民の自主活動の実施状況（三重県） 
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○ また一方で、自主活動を推進していくためには、地域貢献への関心を持ち、

実際に活動できる人材と環境が必要です。平成 （ ）年度に実施した

ｅ－モニターのアンケート調査において、地域貢献（地域支え合い）への関

心度を調査したところ、地域貢献への関心自体は高いものの、生活に余裕が

ない、始めるきっかけがない、方法がわからないという実状が見えてきまし

た。このことから、地域貢献に関心のある県民に対するアプローチをより積

極的かつ効果的に行うことで、支援者層をより厚くできる可能性があること

がわかります。 
 

○ また、現時点では生活的余裕がないために参加できない状況であっても、将

来的な参加が期待できることから、幅広い年齢層に働きかけていくことも効

果的と考えられます。 
 
 

図３－４－ 地域支え合いについての意識調査（三重県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

－ 95 －

第
３
章

具
体
的
な
取
組



 
○ 各市町においても、これまで地域リーダー養成事業を実施し、地域での自主

活動を行う人材の育成に努めてきました。しかし、研修等に参加する人材は

いても、研修終了後の実際の活動につながるケースが少ないことが課題でし

た。その理由として、研修の参加者に地域支え合いの考え方が根付かず、参

加者の自己研鑚の場になってしまう、個人を対象とした研修であるため、修

了後に地域で活動を立ち上げる仲間がおらずモチベーションが低下しまう、

地域で活動する場所が見つけられない、行政に頼りすぎてしまう、などが考

えられます。 
 

○ そこで、本県が平成 （ ）年度に新設した「地域リーダー養成研修」

では、意欲のある高齢者団体を対象として、地域自らが考えたカリキュラム

に沿って、地域が求める活動を行うためのスキルを学び、修了後は即戦力と

して活躍できるよう、行政とともに活躍の場を考えるなど、住民による自主

活動の契機となることをめざしています。 
 

○ 今後は、高齢者夫婦のみ世帯などの増加が見込まれることから、地域で支え

合う「互助」「共助」の必要性、重要性はますます高まってくるものと予想

されます。地域において、元気な高齢者自らが地域貢献活動や介護予防活動

に積極的に参加することによって地域全体の福祉レベルが向上し、結果とし

て将来的に自らも質の高い福祉サービスを享受できる「高参加・高福祉」の

理念を、研修等を通して地域に普及していく必要があります。 
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（県の取組）

○ 高齢者の地域貢献活動や介護予防活動への参加意識を高めるため、住民主体

による通いの場づくりを率先して行う地域リーダーの養成を行うとともに、

地域リーダーが活躍する機会や場を創出するため、市町や市町社会福祉協議

会を対象とした会議等を開催し、人材育成から活動までを一体化した取組と

して支援します。

 
○ 平成 （ ）年度からは、地域づくりによる介護予防の推進に取り組む

市町に対し、厚生労働省から派遣される広域アドバイザー、地域密着アドバ

イザーと県が連携して、研修及び個別相談等の技術的支援を行う「地域づく

りによる介護予防推進支援事業」を活用した市町支援も行い、各市町におけ

るリハビリテーション専門職を活用した住民主体による集いの場づくりを

支援します。

図３－４－ 平成 年度 地域づくりによる介護予防推進事業における

都道府県の役割（案）

 
（厚生労働省作成資料） 
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